
２障第3071号

令和３年３月29日

指定障がい福祉サービス事業所 様

岡崎市長

移動支援事業のサービス提供に係る費用の額の一部改正について

（通知）

日頃から本市の福祉行政に対し、御理解、御協力を賜り感謝申し上げます。

この度、移動支援事業に係る報酬単価の適正化を図るため、サービス提供に係

る費用の額の一部を改正しました。

今後とも、岡崎市指定地域生活支援事業の給付等に関する基準に基づく適正

なサービス提供を実施していただきますようよろしくお願いいたします。

１ 改正内容

⑴ 移動支援事業の単価見直し 

サービス提供時間
基準額

（改正後）
増額

基準額

（現行）

0.5時間以下 2,490円 ＋490円 2,000円

0.5時間超１時間以下 3,930円 ＋630円 3,300円

１時間超1.5時間以下 5,710円 ＋1,100円 4,600円

1.5時間超２時間以下 6,520円 ＋1,120円 5,400円

２時間超2.5時間以下 7,340円 ＋1,140円 6,200円

サービス提供時間が2.5時間を超えた場合は、以後30分増すごとに事業費

用を810円加算することとする。

⑵ その他字句の整理 

移動支援サービス提供実績記録票の「利用者確認印」について、「利用者

確認欄」に変更した。

２ 適用年月日

令和３年４月１日

問い合せ先：岡崎市福祉部障がい福祉課 審査給付係

電話：0564-23-6853 ＦＡＸ0564-25-7650



岡崎市指定地域生活支援事業の給付等に関する基準

（趣旨）

第１条 この基準は岡崎市指定地域生活支援事業の給付等に関する要綱（以下

「要綱」という。）に基づき、給付を行うために必要な基準を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この基準において障がい者等とは要綱第２条第３項に規定される者と

する。

２ この基準において基準額とは要綱第３条に規定する費用とする。

３ この基準において指定事業者とは要綱第１条に規定する事業者とする。

４ この基準において指定事業所とは指定事業者が地域生活支援事業を行う事

業所とする。

（事業費用の基準額）

第３条 要綱第３条の規定により岡崎市長が定める基準額のうち、移動支援事

業に係るものは別表第１のとおりとし、日中一時支援事業に係るものは別表

第２のとおりとする。

（移動支援）

第４条 指定事業者は、障がい者等に移動支援事業を提供した時間に応じた金

額を１日につき基準額として算定する。ただし、提供開始後に第三者による監

督等移動支援の提供がなくても安全が担保される等の理由により、移動支援

の中断を事業者及び利用者の間で合意し、その後移動支援の提供を再開した

場合、当該中断時間が 30分を超えた場合は提供時間より控除するものとする。

（30 分単位で控除し、残った端数時間が 15 分までである場合は切り捨て、

15 分を超えた場合は切り上げとする。）

２ 次のいずれかの要件を満たすと所長が認めた障がい者等に対し、２人の指

定事業所従業者により移動支援事業を提供した場合は、当該利用日について

それぞれの従業者が提供した時間に応じた金額を合算して算定する。

 ⑴ 障がい者等の身体的理由により１人の従業者による介護が困難と認めら

れる場合

 ⑵ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

 ⑶ その他障がい者等の状況等から判断して、第１号又は前号に準ずると認

められる場合

（日中一時）

第５条 指定事業者は、障がい者等に日中一時支援事業を提供した時間（送迎に

係る時間は除く。）及び以下に規定する障がい者等の区分に応じた金額を１日

参考



につき基準額として算定する。

⑴ 単価Ⅰについては、次号及び第３号のいずれにも該当しない者に対して日

中一時支援を行った場合に算定する。

⑵ 単価Ⅱについては、次のいずれかに該当すると所長が認めた者に対して日

中一時支援を行った場合に算定する。（次号に基づいて算定する者を除く。）

① 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関す

る省令別表第一の認定調査票における次の（一）から（五）までに掲げる調

査項目のいずれかについて、それぞれ（一）から（五）までに掲げる状態の

いずれか一つに該当する者。

（一） 歩行 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」、又は「全

面的な支援が必要」

（二） 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」、又は「全

面的な支援が必要」

（三） 移動 「部分的な支援が必要」、又は「全面的な支援が必要」

（四） 排尿 「部分的な支援が必要」、又は「全面的な支援が必要」

（五） 排便 「部分的な支援が必要」、又は「全面的な支援が必要」

② 厚生労働大臣が定める基準（平成 18 年厚生労働省告示第 543 号）第４

号に該当する者。

③ 障がい児であって、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分（平成 18

年厚生労働省告示第 572 号）に定める区分３に該当する者。

④ 別表第３に基づき算出したスコア（以下「医療スコア」という。）が 15

点以上の者。

⑶ 重心については、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に

規定する病院、同法同条第２項に規定する診療所であって入院させるための

施設を有するもの又は介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第 28 項

に規定する介護老人保健施設（以下「病院等」という。）である指定事業所

において、重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している障がい者

等（以下「重症心身障がい者等」という。）であると所長が認めた者に対し

て、日中一時支援を行った場合に算定する。

２ 以下の要件を満たす者については、前項にて算定した金額に各号に定めた

金額をそれぞれ基準額に加算する。

⑴ 低所得者食事提供加算

要綱第９条第２号、３号及び第４号に該当する利用者に対して、指定事業

所において従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第

三者に委託していること等、指定事業者の責任において食事提供のための体

制を整えているとして岡崎市長に届け出た指定事業所において、利用者に対



し食事の提供を行った場合に、１日につき所定金額を加算する。

⑵ 送迎加算

利用者に対して、その居宅等（事前に指定事業者と利用者の間で定めた特

定の場所に限る。）と指定事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき

所定金額を加算する。

⑶ 重心加算

病院等以外の指定事業所が、重症心身障がい者等であると所長が認めた者

（次号で定める加算の対象となるものを除く。）に対して、日中一時支援を

行った場合に、提供時間に応じた金額を加算する。

⑷ 医療的ケア加算

岡崎市指定地域生活支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準第 43

条の２に定めた体制を満たしているとして岡崎市長に届け出た指定事業所

において、医療的ケアを要すると所長が認めた障がい者等に日中一時支援を

行った場合に、医療スコアによる重症度及び提供時間に応じた金額を加算す

る。

①Ⅰ型 医療スコアが 35 点以上の者

②Ⅱ型 医療スコアが 25 点以上 35 点未満の者

③Ⅲ型 医療スコアが 15 点以上 25 点未満の者

 ⑸ 未就学児受入加算

岡崎市指定地域生活支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準第 43

条の３に定めた体制を満たしているとして岡崎市長に届け出た指定事業所

において、岡崎市指定地域生活支援事業の給付等に関する要綱第 21 条第１

項第 3 号に定めた障がい児に対し児童発達支援利用の前後に日中一時支援

を行った場合に、１日につき所定金額を加算する。

（利用者負担額の特例）

第６条 要綱第９条に規定する別に市長が定める費用は前条第２項第４号の医

療的ケア加算及び第５号の未就学児受入加算とする。

附則

この基準は、平成 29 年４月１日から適用する。

附則

この基準は、平成 31 年２月１日から施行し、平成 31 年４月１日から適用する。

附則

この基準は、令和３年４月１日から適用する。



（単位：円）

0.5時間以下 2,490

0.5時間超１時間以下 3,930

１時間超1.5時間以下 5,710

1.5時間超２時間以下 6,520

２時間超2.5時間以下 7,340

別表第１ 移動支援事業のサービス提供に係る費用の額

サービス提供時間 基準額

サービス提供時間が2.5時間を超えた場合は、以後
30分増すごとに事業費用を810円加算することとす
る。



（単位：円）

提供時間 基準額

２時間以下 1,260

２時間超４時間以下 2,520

４時間超６時間以下 2,980

６時間超８時間以下 3,430

８時間超 4,680

２時間以下 1,530

２時間超４時間以下 3,050

４時間超６時間以下 3,610

６時間超８時間以下 4,160

８時間超 5,670

４時間以下 6,000

４時間超８時間以下 12,000

８時間超 18,000

単価区分

単価Ⅰ

単価Ⅱ

重心

別表第２ 日中一時支援事業のサービス提供に係る費用の額



提供時間等 基準額

１日につき 420

片道につき 400

４時間以下 2,300

４時間超８時間以下 3,130

８時間超 4,270

２時間以下 20,970

２時間超４時間以下 19,450

４時間超６時間以下 21,190

６時間超８時間以下 20,640

８時間超 19,130

４時間以下 16,500

４時間超８時間以下 12,800

８時間超 6,800

２時間以下 16,170

２時間超４時間以下 14,650

４時間超６時間以下 16,390

６時間超８時間以下 15,840

８時間超 16,630

４時間以下 11,700

４時間超８時間以下 8,000

８時間超 4,300

２時間以下 11,170

２時間超４時間以下 9,650

４時間超６時間以下 11,390

６時間超８時間以下 10,840

８時間超 11,630

４時間以下 6,700

４時間超８時間以下 3,000

８時間超 0

未就学児受入加算 1日につき 2,490

重心を算定するもの

医療的ケア加算Ⅲ型

加算区分

医療的ケア加算Ⅰ型

単価Ⅱを算定するもの

重心を算定するもの

医療的ケア加算Ⅱ型

単価Ⅱを算定するもの

重心を算定するもの

低所得者食事提供加算

送迎加算

重心加算

単価Ⅱを算定するもの


